
 

 
 

○
非
常
勤
職
員
の
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
の 

 
 

 

取
扱
い
に
つ
い
て 

 

（
原
文
横
書
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昭
和
五
十
六
年
一
月
九
日
教
総
第
四
八
八
号 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

教
育
長
通
知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最
終
改
正 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
取
扱
い
を
改
定
し
ま
し
た
の
で
通
知

し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
取
扱
い
に
よ
り
得
ら
れ
た
費
用
弁
償
の
額
は
、
非
常
勤
職
員
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
条
例
第
三
十

一
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
と
協
議
し
て
定
め
た
額
と
し

て
取
り
扱
う
も
の
と
し
ま
す
。 

       

 
 

非
常
勤
職
員
の
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
の 

 
 

取
扱
要
領 

 

１ 

支
給
対
象
者 

 
 

非
常
勤
職
員
取
扱
要
綱
（
昭
和
五
十
年
五
月
一
日
教
総
第
一
〇
七
号
）
の

適
用
を
受
け
る
非
常
勤
職
員 

 
 

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。 

（１） 

通
勤
距
離
が
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
者 

（２） 

株
主
優
待
乗
車
券
を
無
償
で
取
得
し
、
通
勤
に
利
用
し
て
い
る
者 

（３） 

県
有
自
動
車
（
借
上
げ
を
含
む
。
）
を
通
勤
に
利
用
し
て
い
る
者 

（４） 

県
の
経
費
以
外
の
経
費
か
ら
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
も
の
が
支
給
さ

れ
て
い
る
者 

（５） 

勤
務
公
署
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

（６） 

そ
の
他
、
教
育
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
者 

２ 

費
用
弁
償
の
額 

 
 

通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
（
以
下
「
費
用
弁
償
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次

の
算
出
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

 
（１） 

交
通
機
関
等
利
用
者
の
場
合 

 
 

 
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
、
利
用
区
間
（
乗
継
区
間
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
ご
と
に
下
記
の
ア
か
ら
エ
に
よ
り
得
ら
れ
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か

低
廉
な
方
法
と
な
る
も
の
の
総
額
。 



 

 
 

 

た
だ
し
、
当
該
一
か
月
の
通
勤
所
要
回
数
（
通
勤
の
往
路
及
び
帰
路
を

そ
れ
ぞ
れ
一
回
と
し
、
一
日
二
回
を
超
え
る
と
き
は
二
回
と
す
る
。
以
下

同
じ
。
）
が
十
回
未
満
の
者
は
利
用
区
間
ご
と
に
下
記
の
エ
に
よ
り
得
ら

れ
た
額
の
総
額
。 

 
 

ア 

定
期
乗
車
券
に
よ
る
場
合
は
、
通
用
期
間
一
か
月
の
定
期
乗
車
券
の

価
額 

 
 

イ 

回
数
乗
車
券
に
よ
る
場
合
は 

 

 
 

 

に
よ
り
得
た
額 

 
 

ウ 

前
払
式
支
払
手
段
（
チ
ャ
ー
ジ
式
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
を
含
む
。
以
下

「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
場
合
は 

 

 
 

 

に
よ
り
得
た
額 

 
 

 
 

「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
割
引
率
」
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
の
通
勤

回
数
、
利
用
区
間
の
一
回
当
た
り
の
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
に
よ
る
運
賃

等
に
照
ら
し
、
そ
の
利
用
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
割
引
率
と
す
る
。 

 
 

 
 

た
だ
し
、
バ
ス
利
用
特
典
サ
ー
ビ
ス
取
扱
事
業
者
が
運
行
す
る
バ
ス

を
利
用
す
る
場
合
の
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
プ
リ
ペ

イ
ド
カ
ー
ド
の
割
引
率
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、1

,
0
0
0
/
1
,
1
0
0

と

す
る
。 

な
お
、
利
用
区
間
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
利
用
区
間
ご
と
に
割
引

率
を
算
出
す
る
。 

 
 
 
 

エ 
 
 
  

 

（２） 

自
動
車
等
利
用
者
の
場
合 

 

 
 

に
よ
り
得
た
額 

 

（３） 

併
用
者
の
場
合 

 
 

 

上
記
（１）
及
び
（２）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
出
し
た
額
の
合
計
額 

 
 

（４） 

上
記
（１）
又
は
（３）
に
該
当
す
る
者
で
新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者
の
場
合 

 
 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る

要
件
を
具
備
す
る
者
に
限
る
。
） 

普
通
乗
車
券
と
プ
リ
ペ
イ
ド

 
 

 
 

 
 
当
該
１
ヶ
月
の

 

カ
ー
ド
に
よ
る
運
賃
の
う
ち

 
 
 
 
 
 
×

 
 
 

ど
ち
ら
か
低
廉
と
な
る
額

 
 

 
 

 
 

 
通
勤
所
要
回
数

 

常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ

 
 

 
 
一
か
月
の
通
勤
所
要
回
数
（
４
２
回

 

る
こ
と
に
な
る
１
か
月

 
 
×

 
 
を
超
え
る
と
き
は
４
２
回
と
す
る
）

 
 

の
通
勤
手
当
の
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
４
２

 

１
回
当
た
り
の

 
 

 
 
当
該
１
ヶ
月
の

 
 

 
 

 
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド

 

 
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
 

 
 

 
 

 
 

 
×

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

 
 
 

 
に
よ
る
運
賃

 
 

 
 

 
通
勤
所
要
回
数

 
 

 
 

 
の
割
引
率

 

１
回
当
た
り
の

 
 

 
 

 
当
該
１
ヶ
月
の

 
 

 
 

 
1
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

 
 
 

 
 

普
通
乗
車
券
額

 
 

 
 

 
通
勤
所
要
回
数

 
 

 
 

 
1
1
 



 

 
 

 

上
記
（１）
又
は
（３）
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
通
用
期
間
を
一
か
月
と
し
て

常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
の
額
の
合
計
額 

３ 

届
出 

 

（１） 

非
常
勤
職
員
は
、
新
た
に
条
例
第
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
に
相

当
す
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
に

関
す
る
届
（
別
紙
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
そ
の
通
勤
の
実
情
を
す
み
や

か
に
所
属
長
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（２） 

非
常
勤
職
員
は
、
そ
の
住
居
、
通
勤
経
路
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変

更
し
た
場
合
、
又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（３） 

非
常
勤
職
員
は
、
前
項
に
掲
げ
る
変
更
に
よ
り
、
支
給
要
件
を
欠
く

に
至
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

確
認
及
び
決
定 

 
 

所
属
長
は
、
非
常
勤
職
員
か
ら
上
記
３
の
定
め
に
よ
り
届
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
通
勤
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）
の
提
示
を
求
め
る
等
の
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
者
が
支
給

要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
費
用
弁
償
の
月
額
を
決

定
し
、
又
は
改
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

支
給
の
始
期
及
び
終
期 

 
 

費
用
弁
償
は
、
当
該
費
用
弁
償
の
支
給
要
件
を
具
備
し
た
日
か
ら
支
給
を

開
始
し
（
届
出
が
、
支
給
要
件
を
具
備
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後

に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
）
、
退
職
の
日
を
も
っ
て
終

わ
る
。
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
ず
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
そ
の
事
実

が
生
じ
た
日
か
ら
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
届
出
が
、
月
額
を
増
額
す
べ
き
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日

を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
と
す
る
。 

６ 

支
給
方
法 

 
 

費
用
弁
償
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
２
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
非
常

勤
職
員
の
費
用
弁
償
計
算
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
、
一
般
職
員
の
旅
費

の
取
扱
い
に
準
じ
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

そ
の
他 

 

（１） 

費
用
弁
償
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
も
の
の
ほ

か
一
般
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。 

 

（２） 

こ
の
取
扱
い
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。 


